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目標Ⅰ　男女が共に参画する社会づくり

課題1　政策・方針決定過程への女性の参画推進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

1
審議会等への女性委員の登用比率30パーセン
ト以上を目標に、登用を積極的に進めます

審議会等の委員の選任にあたっては、「寝屋川市審議会等の設置、運営及び公開に関す
る指針」に基づき、女性委員の比率を総委員数の10分の３以上とするよう指導を行ってお
ります。今後も引き続き、審議会等の設置時や委員の選任時等に、指針に基づく調整・指
導を推進します。（総務課）
市長の諮問に応じ、特別職等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、
あらかじめ寝屋川市議員報酬及び特別職給料審議会の意見を聴くことになっており、本審
議会の女性委員の比率は、過去実施分においては30パーセントに満たない状況でありま
したが、前回開催の審議会では、女性委員の比率が30パーセントと女性の参画を推進し
開催することができ、今後も引き続き取組みを推進してまいります。（人事室）
審議会等の女性委員の登用比率向上のため、女性委員比率が低い審議会の所管課にヒ
アリング調査を実施するとともに、改善の依頼を行っております。また、あわせて、女性委
員の登用の一助となるよう、大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の
人材情報提供サービスの案内チラシを配布しております。平成23年度（４月１日現在）23.7
パーセントから平成31年度（４月１日現在）26.6パーセントと微増したものの、依然として目
標とする30パーセントには届いていない状況ですので、引き続き、女性委員の登用比率の
向上を図るための施策を推進する必要があります。（人権文化課）

推進

総務課
人事室
人権文化課
全部局

2 女性委員がいない審議会等の解消に努めます

審議会等の委員の選任にあたっては、「寝屋川市審議会等の設置、運営及び公開に関す
る指針」に基づき、女性委員の比率を総委員数の10分の３以上とするよう指導を行いまし
た。今後も引き続き、審議会等の設置時や委員の選任時等に、指針に基づく調整・指導を
推進します。（総務課）
審議会等への女性委員の登用比率向上のため、女性委員比率が低い審議会の所管課に
ヒアリング調査を実施するとともに、改善の依頼を行っております。また、あわせて、女性
委員の登用の一助となるよう、大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）
の人材情報提供サービスの案内チラシを配布しております。しかし、平成23年度（４月１日
現在）18.5パーセントから平成31年度（４月１日現在）４パーセントと減少はしておりますが、
解消には至っておりませんので、引き続き、女性委員の登用比率の向上を図るための施
策を推進する必要があります。（人権文化課）

推進
総務課
人権文化課
全部局

3
市政への意見反映の場への女性の積極的な参
画を促進します

市政に関する意見交換を行うタウンミーティングと併せて、市政への関心・理解を深めるた
めの出前講座や施設見学会を実施してきました。今後は、より女性が参加しやすい事業を
推進していきます。（企画二課）

推進
企画二課
全部局

4
女性職員の管理職への登用を30パーセントを
目標に進めます

女性職員のキャリアアップの意識醸成と昇任昇格への意欲向上を推進するため、平成23
年度から係長候補者試験の女性管理職登用推進区分を新設しました。その結果、女性管
理職の割合は平成23年度16.2パーセントから令和元年度17.4パーセントに向上しています
が、目標の30パーセントには至っておらず、引き続き、取組みを進める必要があります。
（人事室）

推進 人事室

5 女性教員の管理職への登用を進めます 引き続き、女性教員の管理職選考試験への受験の奨励促進を進めます。（学務課） 推進 学務課

6
地域やコミュニティ活動における女性指導者の
育成と指導的立場への参画が促進されるような
気運の醸成に努めます

性別に関わらず、地域住民が、自治会、地域協働協議会等の活動に参画できるよう、機
運の醸成に努めました。引き続き、地域活動の担い手不足の解消を含め、様々な市民が
地域活動に参画できる機運の醸成に努めます。（市民活動振興室）

推進
市民活動振
興室
全部局

現状と課題（第４期プランより）
　男女が共に暮らしやすいまちを形成していくためには、方針決定過程に女性の参画を促し、多様な視点を取り入れることが重要です。
　国際的に見ると日本のGEM( ジェンダー・エンパワーメント指数) の順位は年々下降傾向にあります。
　本市においては、平成22(2010) 年4 月1 日現在、女性委員の比率は、行政委員会が11.4パーセント、審議会等が26.3パーセントで、女性委員の1 人もいない行
政委員会・審議会等は31機関中9 あり、今後も女性の参画を推進していく必要があります。
　地域における活動においては、様々な活動を担っている女性が多いにもかかわらず、方針決定過程への参画に女性が少ないなど、性別や年齢に偏りがある実
態が見えてきます。
　今後は、女性の参画の意義について意識啓発を進めることが重要です。また、女性自身がリーダーになるべく積極的に挑戦する意欲を持つと同時に、リーダー
の育成が望まれます。
　市職員の女性管理職( 係長以上) 比率は、平成22(2010) 年4 月1 日現在で16.2パーセントと、平成14(2002)年4 月1 日現在の11.1パーセントと比べて5.1ポイント
高くなっています。平成22(2010) 年4 月1 日現在、市職員の女性比率が42.6パーセントであることから、より一層、取組を進める必要があります。

（１）市の政策・方針決定過程への女性の参画推進

（２）女性職員の管理職への積極的な登用

（３）地域等における方針決定過程への男女の対等な参画促進
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目標Ⅰ　男女が共に参画する社会づくり

課題２．地域における男女共同参画の促進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

7
男女共同参画の視点に立って市民活動等の情
報提供を行い、ネットワーク化を促進します

市民活動センターにおいて、様々な市民が参加できる各種講座や交流会等の開催によ
り、市民活動団体間のネットワークづくりや市民活動の活性化を促進しました。引き続き、
持続的な情報発信等を通じて、市民活動の支援に努めます。（市民活動振興室）

推進
市民活動
振興室
全部局

8
男性の地域活動への参加を促し、様々な市民
が主体的に参加・参画できるよう働きかけます

社会を明るくする運動として実施する駅前一斉清掃や、人権講演会、映画会などに多くの
市民が参加できるよう、積極的な周知啓発を図りました。引き続き、地域の負担につなが
らないよう配慮しながら、事業の検討を進めます。（市民活動振興室）
市立保育所６か所、民間保育所25か所、認定こども園15か所、事業者内保育事業所２か
所において、地域の高齢者等を招いて児童と交流を行うとともに、世代間の交流に取り組
みました。引き続き、地域活動での世代間の交流促進を図ります。（保育課）
平成21年度から新規事業として、自己の得意な技術や知識を生かし、市域における生涯
学習・学校活動等を支援するために「まちのせんせい」の人材バンクを随時登録し、活用
事業を始めました。また、子ども会や介護施設、保育所、幼稚園、公共施設等からの派遣
依頼に応え、市HPや市広報誌、チラシ等で周知しました。今後、高齢者が多くなり人材の
発掘が必要です。（社会教育課）

推進

市民活動
振興室
保育課
社会教育課
全部局

9
環境保全、まちづくりなどの分野において女性
の参画を進めます

寝屋川市環境保全審議会の委員について、関係団体に女性委員の推薦を依頼した結
果、女性委員の割合が増加しました。次期以降の委員についても、引き続き、女性委員の
割合を増加するべく関係団体に働きかけてまいります。（環境総務課）

推進
環境総務課
全部局

10

地域の消防・防災活動に、男女が対等に主体
的に参加・参画できるよう働きかけるとともに、
男女双方の視点に十分配慮して、防災・災害復
興体制の充実に努めます

平成31年度より女性消防団が分団として独立し、地域の防災訓練での防災教育や応急手
当の指導等で特に活躍しています。基本的に地域と協働して防災の強化を図るうえで、欠
かせないのが女性の活躍であり、今後も率先して市民の防災意識の高揚のため、活動し
てもらう場を提供していきたいと考えています。（防災課）

推進 防災課

11
犯罪防止に向けて、男女双方の視点に十分配
慮して、防犯活動を推進します

平成23年度の寝屋川市安全推進協議会の委員は男性12人、女性４人の計16人で構成さ
れており、女性比率は25パーセント、令和元年度の寝屋川市安全推進協議会の委員は男
性16人、女性３人の計19人で構成されており、女性比率は16パーセントでございます。今
後、寝屋川市安全推進協議会における委員選出に際し、関係団体からの推薦を受けた女
性委員の参画を図ります。（監察課）

推進 監察課

12
トイレ等、あらゆる公共的施設を整備し、民間の
公益的施設への設置についても働きかけます

店舗などの整備に際して、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき指導
し、福祉及び男女共同参画の推進を図りました。今後も継続して、店舗などの整備に際し
て、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき指導し、福祉及び男女共同
参画を推進してまいります。（まちづくり指導課）
福祉のまちづくり推進事業では、公共施設の設置・改修時等に、ベビーベッドやベビー
キープの設置等、男女共同参画推進のための施設整備への助言を行いました。（建築営
繕課）

推進
まちづくり指
導課
建築営繕課

（２）防災や環境、まちづくりなどへの男女共同参画の促進

（３）地域活動への参加を促進するための環境づくり

（１）男女で共に支える地域活動の促進

現状と課題（第4期プランより）
　少子高齢化の進行とともに、生活や価値観の多様化によって、個人や家庭の孤立化傾向が進み、地域のつながりの希薄化が懸念されるなか、防災や環境、ま
ちづくりなど、生活に密着した様々な課題に、男女が共にかかわることができる環境づくりが必要です。
　地域は生活の基盤であることから、男女共同参画という考え方が社会の隅々に浸透し定着するためには、地域での取組が極めて重要です。地域団体等との連
携を強化しながら、老若男女が地域の活動に積極的な参加・参画ができるよう施策を進めることが求められています。
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目標Ⅱ　男女共同参画社会実現に向けた文化の創造

課題1　男女共同参画の意識づくり

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

13
「男女共同参画社会基本法」を始めとする男女
共同参画にかかわる法律等について情報提供
や学習機会の提供に努めます

講座や展示を実施する際に、その内容に関連する法律等について情報提供を行い、
「女性活躍推進法」の施行時には、Ｄｏふらっと（男女共同参画推進センターだより）
に掲載し、情報提供と学習機会の提供に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

14
男女共同参画プランや市民意識調査の結果等
の情報提供に努めます

講座等で「第４期ねやがわ男女共同参画プラン」や「男女共同参画に関する市民意
識調査報告書」のダイジェスト版を活用して情報提供を図るとともに、ホームページに
も掲載し、情報提供を図りました。また、令和元年度には、次期ねやがわ男女共同参
画プラン策定のための市民意識調査等を実施しました。（人権文化課）

推進 人権文化課

15
性別に基づく固定観念にとらわれない生き方を
考える機会を提供するために、広報・啓発活動
を行います

講座や標語の募集を実施し、性別役割分担意識の解消に向けた情報提供と学習機
会の提供に努めました。また、平成30年度には、全課に「申請書等における性別欄
の見直しについて」の調査を実施し、「性的少数者」への理解促進を図りました。（人
権文化課）

推進 人権文化課

16
広報紙やチラシ、ホームページ等、様々な媒体
を通じ広報・啓発活動を行います

　月１回発行する広報誌においては、継続的に当該事業等について啓発を進めてき
ました。今後もより分かりやすい表現となるように努めます。例年11月号及び１月号
の広報誌では、人権関連啓発記事を掲載しています。SNS等の活用（市フェイスブッ
ク、市アプリ「もっと寝屋川」、市ツイッター）につきましては、平成29年度に導入したス
マートフォンのアプリケーションソフトのインストール数が21,000件を超えており、令和
元年度からは、ツイッターも導入しました。今後も、行政情報の積極的な発信に努め
ます。（企画三課）
毎年、広報紙に男女共同参画週間等に合わせて啓発記事を掲載しました。また、
ホームページに「第４期ねやがわ男女共同参画プラン」や情報誌「ルュミエール」を掲
載するとともに、男女共同参画審議会の資料を公開し、市の男女共同参画に関する
取組みについて情報提供を行いました。市のスマートフォン用アプリケーションソフト
にも講座案内を掲載するなど、様々な広報媒体を通じて啓発・情報提供に努めまし
た。（人権文化課）

推進
企画三課
人権文化課

17
科学分野等、女性が少なかった分野や男性が
少なかった分野へのそれぞれの参画について
啓発を行います

親子で参加できる科学に関する講座を実施しました。また、女性が少なかった分野や
男性が少なかった分野で活躍している人を題材にした講座や、情報誌「ルュミエー
ル」において、女性の自治会長や経営者、男性の保育士の方たちを紹介し、性別に
とらわれない職域への参画の啓発に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

18
男性にとっての男女共同参画社会の意義や責
任、男性の地域・家庭への積極的な参加・参画
を促す啓発活動を進めます

男親や男性介護者等に関する講座を実施するとともに、情報誌「ルュミエール」にも
講座内容の記事を掲載し、男性にとっての男女共同参画社会の意義等について広く
周知を図りました。（人権文化課）

推進 人権文化課

19
男女共同参画に関する図書やDVD、資料等の
収集、提供に努めます

男女共同参画の視点からのDVD・図書資料の収集に努めてきました。今後も継続的
に収集に努めます。（中央図書館）
毎年、図書を購入し充実に努めるとともに、国等からのＤＶＤを収集し、貸出を行いま
した。また、関係機関等からの資料の収集、提供に努めました。（人権文化課）

推進
中央図書館
人権文化課

20
慣行の歴史的な経過や背景について、男女共
同参画の視点に立って考える機会や情報を提
供します

市域の歴史資料の調査等の際に、慣習･慣行等に関する資料の収集を行われまし
た。今後はその資料の保管に努めます。（中央図書館）
男女共同参画の視点でみた世界遺産や茶道等に関する歴史的な経過や背景につ
いて、講座や展示を実施しました。また、Ｄｏふらっとでも、結婚や言葉遣い、話し方な
どの慣行と女性について取り上げ、歴史的な経過や背景について考える機会を提供
しました。（人権文化課）

推進
中央図書館
人権文化課

21
性別に基づく固定観念にとらわれず活躍した人
を紹介し、慣行について考える機会を提供しま
す

女性が少なかった分野や男性が少なかった分野で活躍している人を題材にした講座
や、情報誌「ルュミエール」において、女性の自治会長や経営者、男性の保育士の方
たちを紹介し、性別にとらわれない職域への参画の啓発に努めました。（人権文化
課）

推進 人権文化課

22
「表現活動に関するガイドライン」に沿って性別
に基づく固定観念にとらわれない視点での表
現、編集を進めます

性別に基づく固定観念にとらわれない視点での表現、編集を推進していきます。（企
画三課）
平成30年度に、全課に「申請書等における性別欄の見直しについて」の調査を実施
し、「性的少数者」への理解促進を図りました。（人権文化課）

推進
企画三課
人権文化課
全部局

23

メディアにおける表現について、性別に基づく固
定観念にとらわれない視点で見直す力を養う機
会の提供等や市民の自主的な活動を支援しま
す

テレビや雑誌等に関する講座及びシネマを実施し、メディアが発信する女性像等が
どのように社会に影響を与えるのかを知ることで、性別に基づく固定観念にとらわれ
ない視点を養う機会の提供に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

現状と課題（第4期プランより）
　　「平成21年市民意識調査」によると、「男は仕事、女は家庭」という※6固定的な性別役割分担意識に反対の割合が賛成の割合より若干高く、女性のほう
が反対の割合が多くなっています。
　しかし、その一方で、「子どもが3 歳くらいまでは母親の手で育てるべきだ」、「妻子を養うのは男の責任である」、「男の子は男の子らしく、女の子は女の子ら
しく育てるのがよい」に「そう思う」と回答した割合はそれぞれ6 割を超えており、具体的な意識や行動については、性別によって役割を固定した考え方が根強
いことが分かります。
　また、男女共同参画に関する言葉について「内容を知っている」と「見聞きしたことがある」を含めたものを認知度とすると、「DV( ドメスティック・バイオレン
ス)」、「セクシュアル・ハラスメント( 性的いやがらせ)」は9 割程度と高くなっています。「男女共同参画社会基本法」や「ジェンダー( 社会的・文化的性別)」の認
知度は男女共に4 ～ 6 割程度で、内容まで知っている人は2 割に満たない状況ですが、前回調査と比べると、大幅に高くなっています。
　だれもが幸せに暮らすことのできる持続的発展の可能な社会を実現するためには、これまでの固定的な性別役割分担意識を解消し、男女が共にあらゆる
分野で喜びも責任も分かち合う文化を創造することが重要です。

（１）男女の人権尊重に関する法律の理解の促進

（２）男女共同参画の視点に立った情報提供や啓発活動の充実

（３）男女共同参画の視点に立った慣行の見直し

（４）表現における男女共同参画の推進
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目標Ⅱ　男女共同参画社会実現に向けた文化の創造

課題２　生涯にわたる男女共同参画にかかわる教育や学習の推進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

24
男女平等を推進する保育、教育の充実を図りま
す

絵本・紙芝居など関連する視覚教材を使った園児への指導や男の子と女の子の違
いに気付き、互いに認め合って尊重するなど、年長児向けに男女平等な保育の指導
を実施しました。引き続き、視覚教材を使った園児への指導や男女平等な保育の指
導方法やカリキュラムについて検討し、充実を図ります。（保育課）
日常から男女平等を意識した保育、教育に取り組み、保護者にも保護者集会や懇談
会で啓発に努めました。（学務課）
教育活動全体を通じて、男女平等教育の視点に立って指導しました。（教育指導課）

推進
保育課
学務課
教育指導課

25
小・中学校・幼稚園・保育所等へ、男女平等の
意識づくりを進めるために、情報提供に努めま
す

親子で参加できる講座を実施し、子どもの進路等について、性別による固定観念に
とらわれずに個性と能力に応じて選択ができるよう、学習機会の提供を図りました。
また、平成29年度には、早い時期からの男女共同参画への関心や理解の促進を図
るため、親子で学習できる男女共同参画啓発冊子「男女共同参画って、なーに？」を
作成し、市立の小・中学校、幼稚園、保育所に配布しました。（人権文化課）

推進 人権文化課

26
児童・生徒が個性や能力に応じて主体的に進
路を選択する能力を身につけられるよう、職業
体験や進路指導の充実を図ります

児童・生徒の希望、個性、能力に応じた進路指導や総合的な学習時間等において職
業体験学習を実施しました。（教育指導課）

推進 教育指導課

27
児童・生徒の自尊感情の確立と性的自己決定
力が高められるよう、性教育の指導に努めます

発達段階に応じて、教科書やビデオ等の教材を必要に応じて活用し、計画的な性教
育を行いました。（教育指導課）

推進 教育指導課

28
HIV／エイズや性感染症に関する正しい理解の
浸透に努めます

発達段階に応じて、教科書やビデオ等の教材を必要に応じて活用し、計画的な性教
育を行いました。（教育指導課）

推進 教育指導課

29
教職員を対象とする人権尊重の視点からの性
教育研修の充実を図ります

毎年、いじめと体罰、虐待とドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、
セクシュアル・マイノリティなど人権尊重の視点から研修を実施しています。新しい人
権課題とともに子どもの人権を守るため、組織的な対応ができるよう、研修を進めま
す。（総合教育研修センター）

推進
総合教育研
修センター

30
保育所の保育士、幼稚園、小・中学校の教員を
対象に男女平等を推進するため、研修の充実
を図ります

関係機関の実施する研修へ積極的に参加しました。引き続き、関係機関の実施する
研修への積極的な参加を促します。（保育課）
男女共同参画の視点に立ち、教育研究会や職員研修の充実に努めました。（学務
課）
毎年、違いを互いに認め合う共存社会の実現という視点から、男女平等教育のあり
方についての研修を実施しています。具体的な事例を多く盛り込み、教職員の実践
につながる研修を進めてまいります。（総合教育研修センター）

推進

保育課
学務課
総合教育研
修センター

31
広報紙や情報誌、講座等を通じて、「女らしさ、
男らしさ」にとらわれない、子どもの人権を尊重
する家庭教育を促進します

月１回発行する広報誌においては、継続的に当該事業等について、例年11月号に、
子どもの人権関連啓発記事を掲載し、啓発を進めてきました。今後もより分かりやす
い表現となるように努めます。（企画三課）
市立全小学校3年生、6年生に対し、子どもへの暴力防止プログラム（ＣＡＰ）を通じ
て、子どもの人権を尊重する学習を推進し、保護者や市民を対象とした家庭教育学
級の中で、大人のCAP講座を行い、人権を尊重する家庭教育を促進しています。
（青少年課）
子育てのスタイルや子どもへの暴力防止プログラム（ＣＡＰ）等に関する講座を実施し
ました。平成29年度には、早い時期からの男女共同参画への関心や理解の促進を
図るため、親子で学習できる男女共同参画啓発冊子「男女共同参画って、なーに？」
を作成し、市立の小・中学校、幼稚園、保育所に配布しました。（人権文化課）

推進
企画三課
青少年課
人権文化課

32
市立校園のPTA 活動へ男女の積極的な参画を
働きかけます

ＰＴＡ活動へ、男女ともに積極的に参加しました。　（青少年課） 推進 青少年課

33
市立校園のPTA 活動へ男女共同参画の視点
に立った研修への参加を働きかけます

市主催の研修等の参加を働きかけ、多くの方が積極的に参加しました。（青少年課） 推進 青少年課

34
講座等の開催や交流の場の提供を積極的に行
います

男女共同参画の視点での様々な講座を実施するとともに、ふらっと ねやがわまつり
では、ワークショップや交流会を通じて、学習機会や交流の場を提供しました。（人権
文化課）

推進 人権文化課

35
演劇や音楽等、様々な手法を用いて男女共同
参画の理念の浸透を図ります

シネマや音楽と融合した講座等を実施するなど、様々な手法を用いて創意工夫し、
男女共同参画の理念の浸透を図りました。（人権文化課）

推進 人権文化課

現状と課題（第4期プランより）
　現在、市内の中学校においては、職業体験等を通して、早い段階から職業観・労働観の育成に努めているところです。
　しかし、大学等の高等教育の選択においては、女子学生が理工系分野を選択する割合が低く、男女で専攻分野に偏りが見られます。性別にかかわらず、
一人一人が個性と能力に応じて多様な選択ができるよう、キャリア教育という観点から、これまで以上に男女共同参画にかかわる教育・保育を推進し、幅広く
進路を選択できるよう支援していくことが求められています。
　また、成人にとっては、近年の急速な社会の構造的な変化の中で、一人一人が社会の変化に柔軟に対応し、自己の能力開発のための教育や学習の機会
が確保されていることは重要です。生涯を通して、学びたい人が「いつでも」「どこでも」学べるように多様な学習機会の充実に努める必要があります。

（２）学校教育における人権尊重に基づいた性教育の推進

（４）性別役割にとらわれない家庭教育の促進と保護者との連携

（５）男女共同参画の視点での学習機会の提供と支援

（３）教職員、保育士への男女共同参画の推進

（１）男女平等保育・教育の推進
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36 講座等開催時の一時保育実施を推進します

有償ボランティア（子育て応援リーダー）と連携して一時保育を実施し、保育期の子ど
もを持つ市民を含め、年齢性別に関わりなく講座等に参加できるよう努めました。（健
康づくり推進課）
リラットで一時保育付のリフレッシュ講座を毎月実施しています。（子育てリフレッシュ
館）
保育期の子どもを持つ市民が、講座等に不自由なく参加できるように一時的な子ど
も保育サービスを実施しました。今後も推進していきます。（中央図書館）
ねやがわ子どもフォーラムや家庭教育学級の「大人のCAP」において、一時保育を実
施しました。（青少年課）
男女共同参画推進センターの講座等をはじめ、市が主催する事業等で一時保育を
実施しました。（人権文化課）

推進
人権文化課
関係各課

37
男女共同参画に関する講座や催しなどへの男
性の参加促進を図ります

男性の子育てや働き方、コミュニケーション等に関する男性向けの講座を実施しまし
た。また、ふらっと ねやがわ連絡会の役員においても、ふらっと ねやがわまつりに男
女ともに参画し、企画・運営に携わりました。（人権文化課）

推進 人権文化課

38 地域等での学習機会の提供に努めます

市民の市政に対する理解を深めるとともに、生涯学習の充実を図ることを目的とし、
出前講座を実施してきました。しかし、例年、提示したメニューの約半数が未実施で
あることや、事業の選択と集中を図る観点から令和元年度で事業を廃止します。今
後は、市民への迅速な対応、事務の効率化を推進するため市民からの依頼内容に
沿って、各所管課が対応することとします。（企画二課）

廃止
企画二課
関係各課

目標Ⅱ　男女共同参画社会実現に向けた文化の創造

課題３　国際社会への理解

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

39
「女子差別撤廃条約」等、女性の人権に関する
国際的な条約の情報提供に努め、理解と普及
を図ります

女子差別撤廃条約等を題材にした講座を実施しました。また、男女共同参画推進セ
ンターや人権啓発事業の開催時に実施する人権啓発作品展で、女子差別撤廃条約
に関する展示を実施し、理解と普及に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

40
国際的な視点から見た男女共同参画の現状に
ついて講座や情報提供を行います

諸外国の暮らしや子育て等に関する講座を実施し、国際的な視点から見た男女共同
参画の現状について、情報提供を行いました。（人権文化課）

推進 人権文化課

41
「開発と女性」への関心を高めるような講座や情
報の提供に努めます

女性の町おこしや実業家等に関する講座やシネマを実施し、「開発と女性」への関心
を高める学習機会の提供を行いました。（人権文化課）

推進 人権文化課

目標Ⅱ　男女共同参画社会実現に向けた文化の創造
課題４　性別にとらわれない活動の推進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

42
女性のエンパワーメントを目指す講座の充実
や、市民の自主的な男女共同参画社会づくりの
学習活動の推進を図ります

起業や自己主張トレーニング等に関する講座や展示を実施し、その人が潜在的に持
つ力を発揮するための一助となるよう努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

43
男女共同参画を考える催しや市民企画による
講座等の実施を推進します

ふらっと ねやがわまつりや参加型展示等を実施するとともに、隔年で市民企画によ
る講座を募集し、男女共同参画に対するさらなる市民意識の高揚を図りました。（人
権文化課）

推進 人権文化課

44
講座や催しを通じて市民の自主的な活動を支
援し、グループ形成やネットワークづくりを促進
します

市民活動センターにおいて、様々な市民が参加できる各種講座や交流会等の開催
により、市民活動団体間のネットワークづくりや市民活動の活性化を促進しました。
引き続き、持続的な情報発信等を通じて、市民活動の支援に努めます。（市民活動
振興室）
まちのせんせい活用事業、成人教育講座の開催や指定管理者による、フェットエス
ポアールや学び館フェスタ等の催しを実施し、世代間交流、舞台発表の場を提供で
きました。今後は、市民へのさらなる周知を図ります。（社会教育課）
男女共同参画推進センターの登録団体で構成するふらっと ねやがわ連絡会への活
動支援を行うとともに、隔年で市民企画による講座を募集し、実施しました。（人権文
化課）

推進

市民活動振
興室
社会教育課
人権文化課

現状と課題（第4期プランより）
　我が国の女性は、世界に誇る長寿と高い水準の教育にもかかわらず、根強く残る固定的な性別役割分担意識や社会構造等によって、その能力を十分に
発揮できているとは言えません。
　女性が潜在的に持っている力を発揮( エンパワーメント) できるよう、学習機会の充実を始め、地域や職場等で活躍する女性たちが連携できるような情報提
供や交流の場づくりなどの支援が求められています。
　また、男女共同参画社会の実現には、女性と男性が対等な立場で、あらゆる分野に参画することによって、これまでと違う視点を加えることが重要になって
きます。
　特に、子育てや介護、防災・防犯、環境、まちづくりなど、地域の課題解決への取組は行政だけで担えるものではなく、住民一人一人の力が重要になりま
す。
　老若男女それぞれが自立心を持って生活しつつ、周りの人々と協働することができるよう、力を養う機会や情報の提供とともに、関係機関や団体との連携
も含めて施策を推進する必要があります。

現状と課題（第4期プランより）
　我が国の男女共同参画施策は、国連等の国際的な女性の地位向上にかかる動きと連動して進められてきました。
　女子差別撤廃条約を始めとする男女共同参画に関連の深い条約等や、国際的な視点から見た現状について理解を深めていくことが大切です。
　また、「開発と女性」についての関心を高め、その文化に敬意を払いつつ相互協力や交流を進めることが必要です。

（1）国際規範の認識の促進

（２）「開発と女性」への理解の促進

（1）男女共同参画を推進する市民等のエンパワーメントの支援
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45
市民活動団体等に関する情報の収集・提供に
努めます

市民活動センターにおいて、様々な市民が参加できる各種講座や交流会等の開催
により、市民活動団体間のネットワークづくりや市民活動の活性化を促進しました。
引き続き、持続的な情報発信等を通じて、市民活動の支援に努めます。（市民活動
振興室）
生涯学習情報誌を年3回発行しました。「講座・イベント編」年2回、「団体サークル編」
を年1回実施しました。今後は、市民へのさらなる周知を図ります。（社会教育課）
男女共同参画推進センターの登録団体について、活動内容等の情報をまとめたファ
イルを毎年度更新するとともに、センター内に設置し、来館者等に情報提供を行いま
した。（人権文化課）

推進

市民活動振
興室
社会教育課
人権文化課

46
市民が共に担う文化創造活動の推進と支援に
努めます

人権問題及び人権尊重についての作文（中学生）と詩（小学生）の入選作品を人権
啓発作品集として作成し、人権を考える市民のつどいにて配布するとともに、全小中
学校の取組を人権作品として市役所内に掲示し、広く周知しました。（教育指導課）
文化芸術祭やミュージックデーなどの事業を通じ、市民が様々な文化芸術を体験で
きる場を創出し、文化芸術活動の推進と支援を図りました。（文化スポーツ室）
ふらっと ねやがわまつりでは、男女共同参画推進センターの登録団体で構成するふ
らっと ねやがわ連絡会によるワークショップや展示、講演会、市民を巻き込んだ交流
会等を実施し、学習機会や交流の場を提供しました。また、隔年で市民企画による講
座を募集し、実施しました。（人権文化課）

推進

教育指導課
文化スポー
ツ室
人権文化課

47
市民が共に楽しめるスポーツの場の提供に努
めます

市民体育館や池の里市民交流センターにおいて、幼児から成人まで各世代別の、各
種スポーツ教室の開催を通じて、市民が共に楽しめるスポーツの場の提供に努めま
した。（文化スポーツ室）

推進
文化スポー
ツ室

48
市民がパソコンの知識や技術を習得し、活用す
る力を養うための講座を実施します

エスポアール及び学び館でのパソコン教室において、操作等についてパソコンを活
用する力を養う講座を実施しました。今後は、市民へのさらなる周知を図ります。（社
会教育課）
男女共同参画推進センターにおいて、パソコンの利用貸出しを行っていましたが、平
成25年度をもって終了しました。（人権文化課）

推進
社会教育課
人権文化課

49
インターネット等の情報化に対応した市民の
ネットワークづくりの促進を図ります

ポータルサイトの管理（コメント管理アクセスログ解析等）を行い、地域ポータルサイト
「ねやがわ元気ねッと」の支援を実施しました。今後については、活動状況やこれか
らの事業の必要性を踏まえ、廃止も視野に入れた検討を進める必要があります。（情
報化推進課）
男女共同参画推進センターにおいて、パソコンの利用貸出しを行っていましたが、平
成25年度をもって終了しました。（人権文化課）

完了
情報化推進
課
人権文化課

（２）男女共同参画の視点に立った文化創造活動の推進と支援

（３）男女共同参画社会を目指すスポーツ活動の推進と支援

（４）パソコンを活用した活動等の支援
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目標Ⅲ　働く場での男女共同参画の推進

課題1　男女の働く権利の確立

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

50
「男女雇用機会均等法」を始めとする労働に関
する法律や制度の周知を図り、働く場における
男女共同参画を促進します

国、大阪府等からのリーフレットやチラシ、冊子等の配架による情報提供を行いまし
た。（産業振興室）
講座や展示を実施し、その内容に関連する法律等について情報提供を実施したり、
「女性活躍推進法」の施行時には、Ｄｏふらっと（男女共同参画推進センターだより）
に掲載し、情報提供と学習機会の提供に努めました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

51
女性労働者が、妊娠、出産等により、不利益を
被らないよう、企業、事業主に対して啓発に努
めます

国、大阪府等からのリーフレットやチラシ、冊子等による啓発を行いました。（産業振
興室）

推進 産業振興室

52
児童・生徒が性別に基づく固定観念にとらわれ
ない労働観・職業観を持てるよう指導を進めま
す

男女平等の視点に立ったキャリア教育を推進しました。（教育指導課） 推進 教育指導課

53
固定的な性別役割分担意識にとらわれず、働く
女性・男性のモデルの情報提供を図ります

国、大阪府等からのリーフレットやチラシ、冊子等による啓発を行いました。（産業振
興室）
女性が少なかった分野や男性が少なかった分野で活躍している人を題材にした講座
や、情報誌「ルュミエール」において、女性の自治会長や経営者、男性の保育士の方
たちを紹介し、性別にとらわれない職域への参画の啓発に努めました。（人権文化
課）

推進
産業振興室
人権文化課

目標Ⅲ　働く場での男女共同参画の推進

課題２　就業や起業に関する支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

54
能力向上や資格習得等、就労継続への支援制
度の情報提供に努めます

ハローワーク等就労に繋がる資格取得等に関する情報提供を行いました。（産業振
興室）
女性がその能力と個性を十分に発揮し、生きがいをもって働くことができるよう、平成
28年度より、就労やキャリアアップ等における様々な講座を毎年３回以上に拡充し、
実施しました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

55
多様な雇用形態の把握に努め、労働局等、労
働に関する相談窓口の情報提供を行います

大阪労働局と雇用対策協定を締結し、国と市が一体的に就労支援施策に取り組み、
セミナー等を開催しました。（産業振興室）

推進 産業振興室

56
職業安定所（ハローワーク）等、関係機関と連携
し、就職機会に関する各種情報を提供します

リーフレットやチラシ等による情報提供を行いました。（産業振興室）
労働局等が発行する啓発冊子やリーフレット、ハローワークの求人情報、女性向け
のマザーズハローワーク等の案内チラシ等を男女共同参画推進センターに設置し、
情報提供に努めました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

57
再就職を希望する女性を支援する講座や再就
職準備講座等を実施します

子育て中の方を対象とした「出張マザーズコーナー」を月２回開催しました。（産業振
興室）
平成28年度より、就労やキャリアアップ等における様々な講座を年３回以上に拡充
し、実施しました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

58
再就職に向けた資格習得等に関する情報を提
供します

職業訓練校に関する情報提供を行いました。（産業振興室） 推進 産業振興室

（１）労働に関する法律・権利の周知

（２）性別にとらわれない労働観・職業観の醸成

（１）就労継続への支援

（2）再就職への支援

現状と課題（第4期プランより）
　平成19(2007) 年の大阪府の「就業構造基本調査」によると、大阪府では、「パート」や「アルバイト」等の非正規就業者の割合は、男性は平成9 (1997) 年の
12.4パーセントから平成19(2007) 年には23.4パーセント、女性は46.4パーセントから58.8パーセントと男女共に上昇し、特に女性の場合は過半数を超えていま
す。
　また、本市においては、雇用者の43.2パーセント( 平成17年国勢調査) を女性が占めていますが、女性の年齢階級別労働力率では、全国に比べて40歳代
後半から50歳代の2 つ目の山の部分で、大阪府と同様、全国平均を下回っています。
　全国的にみると、平成9 (1997) 年以降、共働き世帯が過半数を超え、既婚女性の働く割合が多くなっているものの、国の資料では、第1子の出産を機に女
性の70パーセントが退職しているというデータもあり、こうした状況を背景に、賃金の男女格差、女性の管理職の割合の低さが生じ、職場における男女の実
質的な機会と待遇の均等が達成されにくくなっています。
　少子高齢化の進行に伴い、労働力人口が減少している中では、働く場での男女共同参画を推進し、一人一人の男女労働者が能力を十分に発揮すること
が重要になってきます。男女雇用機会均等法を始めとした、男女が平等に働くための法制度に関する情報の提供や学習の機会を充実し、ライフステージの
各段階に応じた働きやすい環境の整備への支援が重要です。

現状と課題（第4期プランより）
　「平成21年市民意識調査」によると、現在働いていない40歳代以下の女性の約6 割以上が「すぐにでも働きたい」又は「今すぐは無理だが将来は働きたい」
と答え、30、40歳代の大半は「パート・アルバイト・人材派遣」という働き方を希望しています。
　再就職等の際に女性が「パート・アルバイト・人材派遣」を望む背景には、家庭のことを女性が担わざるを得ない状況があることが考えられます。しかし、こう
した働き方は、不安定で雇用条件が良くない場合が多く、長い目で見れば生涯賃金や老後の年金には大きな格差が生まれます。また、「パート・アルバイト・
人材派遣」から「正社員」になることのハードルも低くありません。
　就労の場においては、今後、女性の能力が必要になってくるという観点から、就労継続や再就職、起業等、多様な働き方を可能にするために、関係機関と
連携して事業者への働きかけや講座の開催、相談の充実等の施策が必要です。
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59
起業を目指す女性に対して、必要な知識等の情
報提供や相談、学習機会の提供を行います

創業支援セミナーや経営相談を開催し、起業に関する情報提供を行いました。（産業
振興室）
平成28年度より、起業や就労等における様々な講座を年３回以上に拡充し、実施し
ました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

60 商工関係団体との情報交換に努めます
産業振興に関する連絡調整会議を通じて、商工関係団体との情報交換を行いまし
た。（産業振興室）

推進 産業振興室

61 女性の活用促進に関する情報提供を行います

寝屋川事業所人権推進連絡会に対し、総会や研修会等において、女性の活用促進
に関する情報提供を行いました。また、「女性活躍推進法」の施行時には、寝屋川事
業所人権推進連絡会への情報提供とともに、Ｄｏふらっと（男女共同参画推進セン
ターだより）にも掲載し、情報提供と学習機会の提供に努めました。そして、令和元年
度には、事業所における女性活躍推進の取組を促進させるため、男女共同参画に
関する事業所調査を実施しました。（人権文化課）

推進 人権文化課

目標Ⅲ　働く場での男女共同参画の推進

課題３　行政内部における男女平等の推進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

62
人材活用の視点に立って女性職員の職域拡大
や能力開発に努めます

昇任試験やキャリアアップ助成制度、人員配置など、男女平等に機会を与える制度
を運用しており、今後も女性の職員の職域拡大を妨げることがないよう職員の意識
改革に努めていきます。（人事室）

推進
人事室
全部局

63
男女雇用機会均等法にのっとった職員の募集・
採用を行います

男女雇用機会均等法に則り、採用試験の申込時に受験者が入力する必須項目のう
ち性別の入力欄を廃止するなど、性別による差別をしない採用試験を実施しました。
（人事室）

推進 人事室

64
職員の配属・配置において、一方の性に偏らな
いよう努めます

定期人事異動において、性別を意識した異動は行わず、業務運営の状況等に応じた
異動を実施しました。（人事室）

推進 人事室

65
女性職員の意識向上と能力開発を図るための
研修等を行います

昇任昇格への意欲向上を積極的に推進し、女性管理職の登用を促進することを目
的に、採用10年目の女性職員と希望する女性職員を対象に、女性職員キャリアアッ
プ研修を実施しました。（人事室）

推進 人事室

66
男女共同参画に関する研修や情報提供を充実
します

毎年、人権研修において、男女共同参画の推進研修を実施し、採用後6年以内に全
職員が受講しております。（人事室）

推進
人事室
（人権文化
課）

（２）市職員の研修の充実

（3）起業に関する情報の提供

現状と課題（第4期プランより）
　男女共同参画社会の形成に当たっては、行政自らが率先して男女平等の職場づくりに取り組むことにより、企業や地域活動団体等への波及効果が期待で
きます。
　今後も男女雇用機会均等法にのっとり、男女平等の視点で募集・採用を進めるとともに、女性の職域拡大や人材育成に努め、男女が共に働きやすい職場
づくりの観点からセクシュアル・ハラスメント( 性的いやがらせ) の防止等の取組も、一層推進することが求められます。
　また、あらゆる施策に男女共同参画の視点が浸透するよう、職員を対象にしたきめ細かい研修を継続的に実施していくことが必要です。

（4）女性の活用促進に関する企業への働きかけ

（1）採用・配置における男女平等の推進
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目標Ⅳ　仕事と生活の調和の実現

課題1.　男女共同参画の子育て支援の促進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

67
子育て支援センター・つどいの広場事業の推進
を図り、子育てネットワークの支援に努めます

親子の交流の場の提供、子育てに関する相談・情報提供及び講習、子育てサークル
等に対する地域支援等を実施しました。市民ニーズに対応した取組により、身近な相
談場所として施設を利用するきっかけ作りを行いました。また、年4回の子育て支援
拠点の連絡会を行い、各拠点同士の連携を図りました。（子育て支援課）

推進
子育て支援
課

68
市立保育所等で行っている地域交流活動の充
実を促進します

月1回保育所での季節の遊びなどに参加する広場・赤ちゃん教室、離乳食を体験す
る体験保育や地域の親子が保育所等に来園する所庭開放等を通じ、地域交流活動
の充実を図りました。引き続き、広場・赤ちゃん教室、体験保育、所庭開放等を通じ
て、地域交流活動の充実を図ります。（保育課）

推進 保育課

69
一時保育事業等を実施する保育所の拡充を図
ります

主として在宅児向けに一時保育事業を実施するとともに、認定こども園の一時保育
事業については、拡充しました。引き続き、一時保育を必要とする利用者のニーズを
満たすよう、一時保育事業を実施します。（保育課）
一時預かり事業の一般型（保育所８か所、リラット１か所）、幼稚園型（認定こども園６
カ所）を実施しました。（子育てリフレッシュ館）

推進
保育課
子育てリフ
レッシュ館

70 ファミリー・サポート・センター事業を促進します

リーフレットの配布先の拡大や事業の周知など、会員拡大に取り組みました。(リラッ
トにおいてのプチ体験・こどもセンターでのファミサポランド２回/年)
支援活動の充実にむけた、提供会員の拡大と質の向上を図りました。(24時間提供
会員養成講座２回/年。秋の講演会の実施)（子育てリフレッシュ館）

推進
子育てリフ
レッシュ館

71
子育てに関する相談機能や情報提供の充実を
図ります

子育て世代包括支援センターや保育所（園）、子育て支援センター、健診会場等にお
ける子育て相談の実施、情報提供を行いました。今後も関係機関と連携を図り、妊
娠期からの切れ目ない支援を行います。（子育て支援課）
情報配信サービスの周知を図り、より多くの子育て情報を配信できるよう、メールだ
けでなくアプリ、LINEなどの情報配信等もあわせて、効果的な情報配信を行いまし
た。（子育てリフレッシュ館）

推進

子育て支援
課
子育てリフ
レッシュ館

72

産休明け保育、育休明け保育、病児・病後児保
育、夜間保育、保育時間の延長等、働く男女の
多様な保育需要に対応する保育体制の整備を
継続して進めます

産休明け保育、育休明け保育の実施、夜間保育の実施、延長保育の実施、及び病
児・病後児保育（病児対応型、体調不良児対応型）の実施を拡充するなど、保育需
要に対応しました。引き続き、延長保育等の仕事と子育ての両立に向けた保育需要
に適切に対応します。（保育課）

推進 保育課

73
留守家庭児童会等により放課後の児童育成に
努めます

留守家庭児童会事業は、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校の児童
に、学校の放課後、土曜日及び長期休業日等に適正な遊びや生活の場を提供する
ことにより、児童の健全な育成を図ってきました。今後は、労働等で留守家庭児童会
を必要とする保護者が増加すると予想され、より一層児童健全育成の推進を図って
まいります。（青少年課）

推進 青少年課

74
男女が共に子育てにかかわるよう、啓発と機会
の提供に努めます

母子健康手帳と同時に副読本「赤ちゃん その幸せのために」を配布しました。また、
父子健康手帳を交付しました。今後も継続して実施するとともに、「もっと寝屋川」を
活用して情報配信を行います。（子育て支援課）
RELATTO(リラット・子育てリフレッシュ館）や子育て支援センター等で父親などが参
加しやすい講座、イベント等を実施しました。（子育てリフレッシュ館）
子育てに関する講座や親子で参加できる講座等を実施するとともに、情報誌「ルュミ
エール」やＤｏふらっと（男女共同参画推進センターだより）では、「ワーク･ライフ･バラ
ンス（仕事と家庭生活の調和）」に関する記事を掲載し、情報提供と学習機会の提供
に努めました。（人権文化課）

推進

子育て支援
課
子育てリフ
レッシュ館
人権文化課

75
男性が参加しやすいように「パパママ教室」を展
開します

父親にも育児を意識してもらうため、父親の妊婦体験、沐浴実習等を行うパパママ教
室など、父親の自覚や育児意識の高揚につながる講座を実施しました。（子育てリフ
レッシュ館）

推進
子育てリフ
レッシュ館

現状と課題（第4期プランより）
　「平成21年市民意識調査」で男女共同参画を進めるに当たって必要なものを尋ねた設問では、男女共に「保育所や子育て支援センターなど、安心して働く
ための施設の整備を進める」、「高齢者の介護などの社会的サービスを向上させる」の割合が突出して高くなっています。
　少子高齢化の進行や地域とのかかわりの希薄化が進む中、仕事と家庭生活を両立するためには、子育てや介護を社会全体の問題としてとらえることが重
要です。
　子育て家庭の多様なニーズにこたえられるよう、様々な保育サービスや地域における子育て支援サービス等、子育て支援の充実を進める必要があります。
　また、従来、主に女性が担ってきた育児や介護等に、男性が積極的に参画することは、仕事でも生活でも男女が共に自立することにもつながっていきます。
　「仕事も家庭も大切にする」という意識を醸成していくことが必要です。

（１）地域における子育て支援サービスの充実

（２）仕事と子育ての両立に向けた支援

（３）男性の子育てへの参画促進

9



目標Ⅳ　仕事と生活の調和の実現

課題２．仕事と生活の両立支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

76
男女共同参画の推進に向けた総合評価方式に
よる入札制度を検討します

清掃業務委託の総合評価制限付一般競争入札の評価項目として、➀男女共同参
画、➁ハラスメント等の対策を設け、➀育児・介護の休暇、休業制度等の就業規則の
有無及び内容、➁ハラスメント防止の社内規定及び長時間労働削減への取組に関
する内容を評価しています。（契約課）

推進 契約課

77
男性が家事等の実践的な知識や技術を身につ
ける講座等の実施や情報提供に努めます

平成26年度より実績なし。（社会教育課）
男性の子育てや介護等に関する講座等を実施するとともに、情報誌「ルュミエール」
でもワーク･ライフ･バランス（仕事と家庭生活の調和）に関する記事を掲載し、働き方
や、固定的な性別役割分担意識の見直しを進めるための意識啓発を行いました。
（人権文化課）

推進
社会教育課
人権文化課

78

男女が共に仕事と家庭・地域活動の両立を図る
ことができるように、企業、事業主に対して労働
時間の短縮、休業制度の運用を促す啓発を進
めます

国や大阪府等が作成したリーフレット等による情報提供を行い、啓発を行いました。
（産業振興室）
寝屋川事業所人権推進連絡会に対し、総会や研修会等において、女性の活用促進
に関する情報提供を行いました。また、「女性活躍推進法」の施行時には、寝屋川事
業所人権推進連絡会への情報提供とともに、Ｄｏふらっと（男女共同参画推進セン
ターだより）にも掲載し、情報提供と学習機会の提供に努めました。そして、令和元年
度には、事業所における女性活躍推進の取組を促進させるため、男女共同参画に
関する事業所調査を実施しました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

79
男性の職場優先の意識・ライフスタイルを見直
すための啓発と情報提供に努めます

男性の子育てや介護等に関する講座等を実施するとともに、情報誌「ルュミエール」
でもワーク･ライフ･バランス（仕事と家庭生活の調和）に関する記事を掲載し、働き方
や、固定的な性別役割分担意識の見直しを進めるための意識啓発を行いました。
（人権文化課）

推進 人権文化課

80
関係機関と連携して、企業や事業主、市民に向
けて育児・介護休業制度に関する情報を提供
し、啓発に努めます

国や大阪府等が作成したリーフレット等による情報提供を行い、啓発を行いました。
（産業振興室）
寝屋川事業所人権推進連絡会に対し、総会や研修会等において、女性の活用促進
に関する情報提供を行いました。また、「女性活躍推進法」の施行時には、寝屋川事
業所人権推進連絡会への情報提供とともに、Ｄｏふらっと（男女共同参画推進セン
ターだより）にも掲載し、情報提供と学習機会の提供に努めました。そして、令和元年
度には、事業所における女性活躍推進の取組を促進させるため、男女共同参画に
関する事業所調査を実施しました。（人権文化課）

推進
産業振興室
人権文化課

81
女性が生涯を通じたライフプランについて考え
る機会を提供します

ライフイベントにあわせた保険や働き方等に関する講座等を実施し、人生設計の一
助となるよう、情報提供と学習機会の提供に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

（２）仕事と生活の両立に向けた啓発

（３）男性の育児・介護休業取得促進

（４）女性のライフプランニング支援

現状と課題（第4期プランより）
　「平成21年市民意識調査」によると、暮らし方の希望では、男女共に50パーセント以上が「仕事」「家庭生活・地域活動」「個人の生活」を組み合わせた暮らし
を望んでいるにもかかわらず、現実の生活では、こうした暮らし方は30パーセント台に減少し、女性の場合は、「『仕事』を優先している」「『家庭生活・地域活
動』を優先している」がそれぞれ15パーセント、男性の場合は「『仕事』を優先している」が30パーセントを超えています。
　働く男女が家庭生活や地域活動、個人の生活について自ら望むバランスを可能にするためには、「仕事と生活の調和( ワーク・ライフ・バランス)」という考え
方が広く浸透していく必要があります。
　特に、男性は、これまでの固定的な性別役割分担意識によって、仕事中心のライフスタイルを余儀なくされてきました。長時間労働によって男性が子育てな
どの家庭生活に参画できない状況が、高齢になってからの夫婦や家族の関係に影響を及ぼすことも考えられます。
　働き方の見直しや、男性が家事、育児、介護、地域活動等に参画していくことへの社会的な気運の醸成とともに、男性の育児休業取得等を促進するための
取組が求められます。

（１）仕事と生活の両立に向けた支援

10



目標Ⅴ　あらゆる人が生きがいを持って安心して暮らせる環境整備

課題１.　看護・介護への社会的支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

82
高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）を推
進し、高齢福祉サービスの充実に努めます

高齢者保健福祉計画の見直しを３年に１回（平成23、26、29年度）行うとともに、その
他の年度においては計画の推進方法の検討並びに進捗状況の検討等を実施しまし
た。今後もこれらの検討等を行っていく必要があります。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

83
地域包括支援センターを中核として、関係機関
と連携し、地域に密着した情報提供と相談支援
を推進します

平成25年度及び平成26年度に３か所ずつ、計６か所の新たな地域包括支援センター
を設置しました。今後も、中学校区ごとに設置された地域包括支援センターを中心と
し、地域や関係機関と連携を進め、地域に密着した情報提供や相談支援を実施して
いきます。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

84
介護保険施設等の整備に当たっては、入居者
及び介護者の人権が保障されるよう努めます

介護保険施設整備に当たり、事業者選定委員会等で運営計画の適格性を確保しま
した。今後も介護保険施設の整備に当たっては、事業者選定委員会等で運営計画
の適格性を確認していく必要があります。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

85
仕事と看護・介護の両立が図られるよう、介護
者への情報提供に努めます

中学校区ごとに設置された12か所の地域包括支援センターにおける相談の中で、必
要に応じ、情報提供を実施しました。今後も引き続き、情報提供や相談支援を実施し
ていきます。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

86
介護者のネットワークづくりなど、家族介護の支
援を推進します

家族介護者交流事業において、交流会を年３回実施しました。家族介護用品支給事
業において、要介護３～５の家族を介護する家族（本人・家族ともに市民税非課税が
対象）にオムツ等介護用品を支給しました。今後も引き続き、介護者の会が開催する
交流会に地域包括支援センター職員が参加する等、側面的支援を実施していきま
す。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

87
看護・介護への男性の参画が進むよう、意識啓
発、情報提供に努めます

中学校区ごとに設置された12か所の地域包括支援センターにおける相談の中で、必
要に応じ、情報提供を実施しました。今後も引き続き、情報提供や相談支援を実施し
ていきます。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

88
男女が共に参加できる介護教室を開催し、技能
習得を図ります

自主活動組織（介護者の会、男性介護者の会）の活動会場確保等の支援を実施し、
市主催の家族介護教室については、平成29年度をもって廃止しました。今後も引き
続き、自主活動組織（介護者の会、男性介護者の会）の活動を支援していきます。
（高齢介護室）

廃止 高齢介護室

89
児童・生徒が看護・介護への関心を高められる
よう、看護・介護学習、福祉講座等の推進を図
ります

総合的な学習の時間等で、車いす体験やアイマスク体験などの福祉体験を引き続き
実施し、児童生徒が福祉への関心が高められるように努めました。（教育指導課）

推進 教育指導課

（１）介護施策の充実

（２）男性の看護・介護への参画促進と支援

現状と課題（第4期プランより）
　本市の高齢化率は21.9パーセント( 平成22(2010) 年4 月1 日現在) となっています( 住民基本台帳人口及び外国人登録人口より算出)。また、65歳以上の
高齢者の単独世帯の割合も急激に増加し、その70パーセントは女性となっています。
　「平成21年市民意識調査」によると、高齢者の介護・介助を担っているのは、妻、娘、息子の配偶者等といった女性が50パーセントで、夫、息子という男性は
10パーセント強であり、介護・介助の負担が女性に偏っていることが分かります。
　以上のことから、高齢者問題を解決することは女性の問題を解決することにつながっていると言えます。
　介護を社会全体で担うために始まった介護保険制度がスタートし、10年が経過しました。「寝屋川市高齢者保健福祉計画」に沿って、地域でサポートする仕
組みをつくるなど、高齢者が安心して暮らせる介護体制を整備するよう、関係機関との連携が必要です。
　また、高齢者夫婦世帯や男性の未婚率が増加する傾向の中で、男性が介護を担うケースが増えてくると考えられます。仕事重視の生き方によって地域に
参加できずに孤立化したり、家事や介護の技術不足等による負担が大きいと考えられ、男性に対するきめ細かい支援が求められます。
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目標Ⅴ　あらゆる人が生きがいを持って安心して暮らせる環境整備

課題２．　高齢者や障害者の自立と連帯への支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

90 高齢者のニーズの把握に努めます
窓口や地域包括支援センターでの相談をもとに、高齢者のニーズの把握に努めまし
た。今後も高齢者のニーズの把握に努める必要があります。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

91
高齢者の経済的自立のための就労支援や働く
場の確保に向けて、関係機関との連携に努め
ます

シルバー人材センターと連携し、高齢者の働く場の確保に努めました。今後も連携を
推進し高齢者の働く場の確保に努める必要があります。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

92
高齢者の自立に向けたグループホーム等の整
備に努めます

介護保険施設整備に当たり、事業者選定委員会等で運営計画の適格性を確保しま
した。今後も介護保険施設の整備に当たっては、事業者選定委員会等で運営計画
の適格性を確認していく必要があります。（高齢介護室）

推進 高齢介護室

93
障害者のニーズを把握するとともに、障害福祉
計画に基づき、障害福祉サービスの充実に努
めます

平成30年３月に策定した第３次障害者長期計画、第５期障害福祉計画、第１期障害
児福祉計画の策定時にニーズ調査を実施し、計画に反映させております。また、長
期計画推進委員会で計画の進捗状況を確認しております。今後も引き続き、ニーズ
の把握に努め、計画の推進を図っていく必要があります。（障害福祉課）

推進 障害福祉課

94
障害者の経済的自立のための就労支援や働く
場の確保に向けて、関係機関との連携に努め
ます

障害者の就労支援のため、寝屋川エルガイダンスを開催し、就労者の体験談・企業
の受け入れ方針等の講演、模擬面接等を実施しました。引き続き、障害者の経済的
自立のための就労支援や働く場の確保に向けて、関係機関との連携に努めていく必
要があります。（障害福祉課）

推進 障害福祉課

95
障害者の自立に向けたグループホーム等の整
備に努めます

グループホーム等の整備を事業者等の協力を得て実施しました。引き続き、親亡き
後などの暮らしを含め、地域生活の移行の受け皿として、グループホームの整備を
推進する必要があります。（障害福祉課）

推進 障害福祉課

96
ひとり暮らしの障害者への生活自立に向けた支
援を行います

障害者が、身近な地域でつながりをもって生活できるよう、居宅介護などの障害福祉
サービスや移動支援などの地域生活支援事業による支援を実施しました。引き続
き、“自分らしい暮らし”を実現するうえで必要な支援を推進していく必要があります。
（障害福祉課）

推進 障害福祉課

97 障害者が気軽に相談できるよう努めます

身体・知的・精神障害者相談員、聴覚障害者福祉指導員、障害児等療育相談員をは
じめ、相談支援事業所や専門相談機関等と連携し、相談支援事業を実施しました。
引き続き、支援が必要な人が相談やサービスにつながるように、基幹相談支援セン
ター、委託相談支援事業所をはじめ、計画相談を含めた各相談支援事業所等がより
身近に相談できる窓口として利用されるための情報発信等を充実する必要がありま
す。（障害福祉課）

推進 障害福祉課

98
高齢者や障害者を始め、だれもが利用しやすい
施設、環境の整備に努めます

重度の障害があっても、自分の意思で生活し、行動できるように住宅改造助成事業
を実施しました。引き続き、合理的配慮としてのバリアフリー化やきめ細かな対応な
どを推進する必要があります。（障害福祉課）
店舗などの整備に際して、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき
指導し、福祉のまちづくりを推進しました。今後も継続して、店舗などの整備に際し
て、バリアフリー法及び大阪府福祉のまちづくり条例に基づき指導し、福祉及び男女
共同参画を推進してまいります。（まちづくり指導課）

推進
障害福祉課
まちづくり指
導課

99
福祉のまちづくりに対する市民の理解を深める
ための情報提供を行います

広報紙や冊子等で啓発しました。引き続き、バリアフリー化・ユニバーサルデザイン
化のまちづくりを推進するため、広報紙や冊子で啓発に努める必要があります。（障
害福祉課）
府が作成したパンフレット等や整備基準などの冊子の配布と、窓口での指導を行い、
情報提供に努めました。今後も継続して、各種パンフレット等の配布や窓口での指導
を行い、情報提供に努めてまいります。（まちづくり指導課）

推進
障害福祉課
まちづくり指
導課

100
高齢者や障害者等の自主活動やネットワーク
活動を支援します

元気アップ体操サポーター養成講座、元気アップ体操塾を開催するとともに、講座修
了生の元気アップ体操の自主活動を支援しました。今後も引き続き、身近な地域で
体操を通しての交流場所を増やすことで参加者とサポーターの介護予防を推進して
いきます。（高齢介護室）
自立支援協議会や当事者団体、事業所等と連携して、障害者等の自主活動やネット
ワーク活動を支援しました。引き続き、当事者が交流できる機会、居場所づくりなど
の取組みを、自立支援協議会や当事者団体、事業所等と連携して推進する必要が
あります。（障害福祉課）

推進
高齢介護室
障害福祉課

（１）高齢者への自立支援

現状と課題（第4期プランより）
　高齢社会を豊かで活力あるものとするためには、年齢や性別にとらわれず、住み慣れた地域で自らの経験や能力をいかして社会に参加し、役割を担いな
がら、高齢者が自立して生活することが大切です。
　高齢者の社会参加に関するネットワークを構築するとともに、自立した暮らしを継続できるよう施策を推進し、互いに支え合って暮らせるまちづくりを進める
必要があります。
　また、障害のあるなしにかかわらず、共に生活し活動できる社会の構築が求められています。中でも、障害のある女性の場合は、障害に加えて女性である
ことでさらに複合的な困難があることに留意する必要があります。

（２）障害者への自立支援

（３）男女共同参画による福祉のまちづくりの推進

（４）高齢者や障害者の自主活動やネットワーク活動の支援
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目標Ⅴ　あらゆる人が生きがいを持って安心して暮らせる環境整備

課題３.　多様な家族への理解と生活支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

101
多様な家族形態を認め合い、分かり合うための
啓発活動を行います

離婚や同性カップル等に関する講座及びシネマを実施し、様々な家族形態について
偏見をなくし、理解を深める一助となるよう、意識啓発に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

102
多様な家族のニーズに応じた相談や情報提供
に努めます

市政相談の実施や、陳情・要望書を受け付けることにより、意見の把握に努めます。
（企画二課）
多様なニーズに沿うよう、広報誌、市ホームページ及びSNSによる行政情報の提供
を行いました。今後も引き続きニーズに応じた情報提供に努めます。（企画三課）

推進
企画二課
企画三課

103 ひとり親世帯の自立支援に努めます

児童扶養手当をはじめ、母子父子自立支援員による就労等の相談業務や就労のた
めの自立支援給付金の支給に努めました。また、令和元年度については中核市移
行に伴い、母子父子寡婦福祉資金貸付金など新たな事業に取り組み、ひとり親の自
立支援に努めました。今後、近年のひとり親家庭の状況に合わせた制度となるよう、
状況の把握に努めてまいります。（こどもを守る課）

推進
こどもを守る
課

目標Ⅴ　あらゆる人が生きがいを持って安心して暮らせる環境整備

課題４．　地域に居住する外国人女性への理解と支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

104
外国人女性が、安心して日常生活を送るための
各種の生活情報や行政サービス情報の提供を
行います

ホームページの自動機械翻訳の質の向上のため、原文となる日本語情報を出来る
限り平易な表現とするよう職員向けホームページ管理システム操作研修などで周知
を行いました。ホームページの自動機械翻訳の実施による３か国語（英・中・韓）情報
及びローマ字情報の発信に加え、平成27年１月から「やさしい日本語」を導入してい
ます。また、平成30年６月からは、広報誌の内容を３か国語以外の言語でも翻訳でき
るように、テキスト形式でも広報誌を掲載しています。今後も内容の更新に努めま
す。（企画三課）
多文化共生事業として、「外国人のための生活ガイドブック」の作成や「外国人のた
めの生活相談」など、外国人の生活をサポートする取組を実施しました。今後、外国
人人口の増加も見込まれることから、引き続き外国人が安心して暮らすことができる
事業を検討します。（市民活動振興室）
関係機関やＮＰＯ団体が発行する外国人向けのリーフレット等を男女共同参画推進
センターに配置し、行政サービス情報の提供を行いました。（人権文化課）

推進

企画三課
市民活動振
興室
人権文化課

105 外国語ボランティアの情報提供に努めます
寝屋川市国際交流協会と連携して外国語ボランティア情報の提供を行いました。今
後もボランティア養成講座の周知などを通じて、在住外国人のための各種情報の発
信に努めます。（市民活動振興室）

推進
市民活動振
興室

106
外国人女性の人権侵害にかかわる大阪府を始
めとする相談機関の情報提供に努めます

関係機関が発行する外国人向けのリーフレット等を男女共同参画推進センターに配
置し、相談機関の情報提供に努めました。（人権文化課）

推進 人権文化課

107 多文化共生に関する啓発に努めます
寝屋川市国際交流協会が発行している機関誌を全地域協働協議会に配布するな
ど、多文化共生に関する周知を図りました。引き続き、様々な機会を通じて外国人に
対する理解を深めていきます。（市民活動振興室）

推進
市民活動振
興室

108
市内在住外国人が、地域の一員として
地域づくりに参加できる環境整備に努
めます

委託事業として、外国人と地域住民が交流を深める場である「多文化交流ひろば」を
毎月開催しました。引き続き、外国人と地域住民が交流を深める場の提供を通じて、
外国人が地域の一員として参加できる環境整備に努めます。（市民活動振興室）

推進
市民活動振
興室

（２）多様な家族への生活支援

現状と課題（第4期プランより）
　これまで大半を占めていた「夫婦と子ども」世帯は減少し、単独世帯やひとり親世帯、高齢者夫婦世帯が増え、家族の形態は多様化しています。
　離婚家庭や単身の人、性同一性障害を有する人などに対する偏見をなくし、様々な家族形態があることが理解されるよう啓発を行うことが必要です。
　経済的・社会的に厳しい状況に置かれている母子家庭の世帯数は増加しています。関係機関や市民活動団体等と連携し、必要な人に必要な支援が届くよ
う、総合的な施策を充実することが重要です。
　父子家庭においては、家事や子育てと仕事の両立によりストレスを抱えたり、職場の理解が十分得られないなどの課題があると推察できます。父子家庭へ
の理解を深めるとともに当事者の立場に立った支援策を構築していくことが求められます。

現状と課題（第4期プランより）
　平成23(2011) 年1 月1 日現在、市内に在住する外国人は2,820人で、そのうち女性は1,510人、15歳未満の子どもは183人です。
　日本に在住する外国人女性は、言語の違いや文化・価値観の違いなどの困難を抱えていることに加え、女性であることから、複合的な困難に陥る可能性
があります。
　男女共同参画の視点に立った、多言語による情報提供等が求められます。
　在住外国人家庭や国際結婚の家庭に育つ子どもたちは、複数の文化を背景にすることから、アイデンティティの確立が困難な場合があります。自分たちの
国の文化に誇りを持ちながら地域で暮らしていくためには、多文化に対する理解を深め、共生することのできる地域社会づくりが求められます。

（１）市内に在住する外国人女性への支援

（２）多文化共生への理解促進

（1）多様な家族形態を認め合い、分かり合うための啓発活動の推進
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目標Ⅵ．生涯を通じた心と身体の健康づくり

課題1.　生涯を通じた女性の健康づくり

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

109
性や心と身体に関する相談窓口の充実と情報
提供に努めます

窓口や電話等で応じるとともに、妊娠ＳＯＳカードを窓口に設置し、思いがけない妊娠
に悩んだ時などの相談先を紹介しています。（子育て支援課）

推進
子育て支援
課

110

摂食障害や不妊を始め、思春期、妊娠・出産
期、更年期、高齢期における女性の身体的症
状を心と身体の両面からとらえ、医療と連携して
トータルに応じられる相談に努めます

更年期、高齢期における女性に対し、健康相談や検診時、講座等で、心身の症状に
対する発生理由の説明、症状の緩和方法などの情報提供に努めました。（健康づくり
推進課）
平成30年度に、子育て世代包括支援センターを開設し、保健師等による母子健康手
帳交付時の面談や子育て支援プランの作成、子育てに関する情報提供等を行って
います。産婦健康診査事業においては、出産後間もない産婦の心と体の健康状態
のチェックを行っています。（子育て支援課）

推進

健康づくり推
進課
子育て支援
課

111
女性の健康づくりについての情報提供に努めま
す

健康づくりプログラムを作成・発行し、全戸配布することにより、女性の健康づくりに
ついての情報提供に努めました。（健康政策課）
健康づくりプログラムや広報誌、ホームページを通じて、健（検）診や講座等の情報
提供に努めました。また、健（検）診を受診した人に、結果に応じて必要な情報を郵送
しました。（健康づくり推進課）

推進
健康政策課
健康づくり推
進課

112 健診等を受診しやすい体制づくりに努めます

健康づくり健診では、子育て応援リーダーによる一時保育を実施し、若年層の女性
が受診しやすい体制づくりに努めました。子宮頸がん検診、乳がん検診について、特
定の年齢の市民に無料クーポン券を発送し、受診を勧奨しました。（健康づくり推進
課）
子宮頸がん予防ワクチン接種を実施しました。（子育て支援課）

推進

健康づくり推
進課
子育て支援
課

113
女性の身体的特徴を踏まえた健康に関する啓
発や学習機会の提供に努めます

更年期や女性ホルモン等に関する講座を実施することで、女性が自分自身の身体の
状態を知り、生涯を通した健康づくりに主体的に取り組む機会の提供に努めました。
（人権文化課）

推進 人権文化課

現状と課題（第4期プランより）
　男女が互いの身体的性差を十分理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画社会の形成の前提となる
ものです。そのためには、一人一人が自分の心身の機能や特徴について正しい知識・情報を得、主体的に健康を享受できるようにしていくことが必要です。
　女性は、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期と、人生の各段階において男性とは異なる健康上の問題に直面することが多く、特に、妊娠・出産期は、女
性の健康にとって大きな節目となります。ライフサイクルに応じた健康支援の取組が必要です。
　近年では、疾患の罹患状況が男女で異なることなどから、性差を踏まえた的確な医療の必要性が言われています。性差を踏まえた心身の健康づくりへの
支援等が必要です。

（１）生涯の各時期に応じた健診の普及と必要な医療と連携した相談体制の整備

（２）女性の健康づくりの支援
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目標Ⅵ　生涯を通じた心と身体の健康づくり

課題２．　性と生殖に関する健康と権利の保障

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

114

あらゆる世代の女性の性の自己管理、自己決
定の尊重と浸透を図るため、家庭学習、学校教
育、社会教育、保健事業での啓発、学習機会の
提供に努めます

各世代の女性を対象とした健康教室、講座を実施し、啓発や学習機会の提供に努め
ました。（健康づくり推進課）
プレママ教室、パパママ教室、マタニティヨガを実施し、支援を必要としている方を子
育て世代包括支援センターの保健師等につなぎ、母体の健康管理に資しています。
（子育てリフレッシュ館）
発達段階に応じて、教科書やビデオ等の教材を必要に応じて活用し、計画的な指導
を行いました。（教育指導課）
妊活や性教育に関する講座を実施し、女性が生涯を通して主体的に自己管理と自
己決定ができるよう、情報提供と学習機会の提供に努めました。（人権文化課）

推進

健康づくり推
進課
子育てリフ
レッシュ館
教育指導課
人権文化課

115
こどもプランに基づき、母子保健事業を推進しま
す

妊婦健康診査の公費助成を大阪府内最高クラスで実施しており、今後も継続して実
施します。（子育て支援課）

推進
子育て支援
課

116
健康教室、健診時における一時保育の充実を
図ります

市主催事業等における一時保育の実施（０歳からのむし歯予防教室）をしており、今
後も継続して実施します。（子育て支援課）

推進
子育て支援
課

117
妊娠・出産・育児期の心と身体の相談事業の充
実を図ります

子育て世代包括支援センターや保育所（園）、子育て支援センター、健診会場等にお
ける子育て相談の実施、情報提供を行いました。今後も関係機関と連携を図り、妊
娠期からの切れ目ない支援を行います。（子育て支援課）
プレママ教室・パパママ教室を実施し、支援を必要としている方を子育て世代包括支
援センターの保健師等につなぎ、妊娠、出産、育児期の切れ目のない支援を行って
います。（子育てリフレッシュ館）

推進

子育て支援
課
子育てリフ
レッシュ館

118
ＨＩＶ／エイズや性感染症について正しい理解の
浸透を図ります

HIV/エイズに関する啓発物を市内の施設で掲示、啓発記事を広報誌に掲載、成人
式等で啓発パンフレット等の配付、世界エイズデーにあわせ大阪府と政令中核市全
体で協働する啓発事業に参画し、正しい理解の浸透を図り、啓発に努めました。（保
健予防課）

推進 保健予防課

目標Ⅵ．生涯を通じた心と身体の健康づくり

課題３.　男性の心身の健康づくり

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

119
ジェンダー（社会的・文化的性別）の視点から、
男性の心身の健康づくりについて啓発に努めま
す

父子健康手帳の交付を行いました。今後も父親への育児参加を推進してまいりま
す。（子育て支援課）

推進
子育て支援
課

120
男女が共に参加しやすい健康教室を開催しま
す

健康づくりの意識を高め、生活習慣の改善に役立ててもらうため、　「より健康で文化
的な明るい暮らしを築くために」　をテーマに７回シリーズの健康長生塾を毎年実施し
ました。　（健康政策課）
健康教室、出前講座では、健康づくりについて男性にも関心を持っていただけるよ
う、生活習慣病やフレイルなど、男女に共通するテーマを取り上げ、開催しました。
（健康づくり推進課）

推進
健康政策課
健康づくり推
進課

121 男性対象の心の悩み相談の充実を図ります
男女共同参画推進センターにおいて、男性のための悩み相談（カウンセリング）とし
て電話相談を実施し、様々な悩みを持つ男性に男性相談員が応じ、相談者自らが問
題解決できるよう支援しました。（人権文化課）

推進 人権文化課

122
自殺防止に向けて専門機関等の情報提供に努
めます

ゲートキーパー養成研修や啓発事業（広報、ホームページ等、庁内放送の実施、自
殺予防強化月間等でのパネル展示、ゲートキーパー手帳の作成）、メンタルヘルス
チェック「こころの体温計」の実施等、自殺対策施策を実施することにより、自殺の防
止を図りました。(健康政策課)

推進 健康政策課

現状と課題（第4期プランより）
　「性と生殖に関する健康と権利( リプロダクティブ・ヘルス／ライツ)」について、市民への普及に努め、女性が思春期から妊娠・出産期、更年期、高齢期ま
で、生涯を通じて自分の健康について管理し、決定できるように支援していくことが必要です。
　若い世代における望まない妊娠や性感染症、HIV/ エイズ等は、生涯にわたり健康に大きな影響を及ぼすものです。発達段階に応じた学習や、予防等の情
報提供に努めることが必要です。

現状と課題（第4期プランより）
　固定的な性別役割分担意識は、男性の心身の健康にも大きな影響を与えています。年間3 万人を超える自殺者のうち中高年の男性の占める割合は高く、
過労死の多くは男性です。家庭介護の中で起こる高齢者虐待の加害者に占める男性の割合も高く、父子家庭の父親等、社会状況や生活スタイルの変化に
よって様々なストレスが発生しています。男性対象の相談事業の充実等が求められます。
　また、国民健康・栄養調査の結果では、壮年期男性の不規則な生活による、朝食の欠食、運動不足、肥満等が問題になっています。男性固有の疾病等も
あり、性差を踏まえた心身の健康づくりの支援等が必要です。

（２）相談体制の充実

（１）性と生殖に関する健康と権利についての意識の浸透

（２）妊娠・出産・育児期の健診・相談の充実

（３）ＨＩＶ／エイズ、性感染症についての予防啓発の推進

（1）男性の心身の健康づくりに向けた啓発
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目標Ⅶ　女性等に対するあらゆる暴力の根絶

課題1.　あらゆる暴力根絶に向けた環境づくり

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

123
女性等に対する暴力の防止のための啓発活動
や学習機会の提供に努めます

ＤＶや護身術等に関する講座及びシネマを実施するとともに、11月の「女性に対する
暴力をなくす運動」に合わせて参加型啓発展示の実施や広報紙に記事を掲載し、啓
発に努めました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

124
セクシュアル・ハラスメントの防止に関する啓発
に努めます

関係機関が作成したリーフレット等での情報提供による啓発を行いました。（産業振
興室）
セクシュアル・ハラスメントに関する講座を実施するとともに、関連する図書等の購入
と貸出しを行い、さらなる理解の促進と啓発に努めました。（人権文化課 ）

推進
産業振興室
人権文化課

125
児童買春・児童ポルノやストーカー、児童虐待、
人身取引等にかかわる啓発活動や学習機会の
提供に努めます

ＪＫビジネスや子どもへの暴力防止プログラム（ＣＡＰ）等に関する講座や展示を実施
し、背景にある家庭環境等や子どもの人権について理解を深める一助となるよう、情
報提供や学習機会の提供に努めました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

126
児童虐待防止のために児童虐待の通告義務等
について広報活動に努めます

毎年11月は児童虐待防止推進月間となっているため、市内四駅で啓発リーフレット
やオレンジリボン等の啓発物品を配布しております。また、市ホームページや広報紙
を活用し、広く市民に周知しております。引き続き、啓発を通じ、広報活動に努めてま
いります。（こどもを守る課）
毎年「人権週間」にあわせ、広報紙に女性・子ども・高齢者・障がい者などにかかわる
あらゆる人権課題について掲載し、周知啓発を図りました。また、市民相談の中で必
要に応じ、児童虐待についての情報提供と支援を行いました。（人権文化課 ）

推進
こどもを守る
課
人権文化課

127
高齢者虐待防止のために高齢者虐待の通告義
務等について広報活動に努めます

中学校区ごとに設置された12か所の地域包括支援センターにおける相談の中で必
要に応じ情報提供を実施しました。（高齢介護室）
毎年「人権週間」にあわせ、広報紙に女性・子ども・高齢者・障がい者などにかかわる
あらゆる人権課題について掲載し、周知啓発を図りました。また、市民相談の中で必
要に応じ、高齢者虐待についての情報提供と支援を行いました。（人権文化課 ）

推進
高齢介護室
人権文化課

128
女性の心の悩みの相談（カウンセリング）の充
実に努めます

男女共同参画推進センターにおいて、女性の心の悩み相談（カウンセリング）として
面接相談と電話相談を実施し、様々な悩みを持つ女性に女性相談員が応じ、相談者
自らが問題解決できるよう支援しました。平成27年度および28年度には、面接相談
の相談日を拡充し、より相談体制を充実させました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

129
被害者の自立支援に向けて、府や関係機関で
実施している相談等の情報提供に努めます

相談者の目的に合わせて、大阪府や関係機関、市で作成したＤＶリーフレット等を活
用しながら、大阪府や関係機関が実施している相談窓口等を紹介する等、情報提供
に努めました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

130
心や身体について同じ悩みを持つ女性たちが
相互に励まし、支え合えるような支援の在り方
について研究します

健康教室や講座のグループワークにおいて、参加者が相互に心身の状況について
話し合える場を設け、支援に努めました。（健康づくり推進課）
女性同士で気軽に話をしていただく女子会トークを実施し、共通の問題や思いを共
有し、女性のネットワークを広げる場として、心の悩みをもつ女性が交流できる機会
を設けました。（人権文化課 ）

推進
健康づくり推
進課
人権文化課

131
児童虐待の防止に向けて関係機関と連携し、必
要な支援と情報提供を行います

医療機関や警察も含め、29団体等で構成される要保護児童対策地域協議会におい
て、児童虐待への早期対応と防止について情報共有や連携を図るとともに、子ども
家庭総合支援拠点事業として庁内関係課との連携を更に深めております。今後も引
き続き関係機関との連携を図ってまいります。（こどもを守る課 ）

推進
こどもを守る
課

132
高齢者虐待の防止に向けて関係機関と連携し、
必要な支援と情報提供を行います

高齢者虐待防止ネットワーク会議を年１回開催し、関係機関、団体との高齢者虐待
の防止、早期発見につなげるための情報共有、意見交換を行いました。（高齢介護
室 ）

推進 高齢介護室

（２）暴力に対する相談・連携体制の充実

現状と課題（第4期プランより）
　DV やセクシュアル・ハラスメント( 性的いやがらせ)、性暴力、ストーカー行為、児童虐待、人身取引等は、犯罪ともなる行為を含む重大な人権侵害です。こ
うした暴力の被害者の多くは女性であり、女性に対する暴力は、男女が対等な構成員として社会に参画する際の克服すべき重大な課題です。
　様々な形態の暴力に対して、学校、地域、職場、家庭等あらゆる場面で、人権侵害であるとの認識を広く浸透させ、暴力根絶に向けての啓発と意識改革が
重要です。
　また、子どもに対する性暴力やインターネット・携帯電話を通じた児童ポルノ、児童買春等を防止するため、子どもの権利に関する啓発・学習を促進する必
要があります。
　家庭内で起こる児童虐待や高齢者虐待等は、地域における意識の醸成と見守りのネットワーク化等、予防と根絶のための基盤づくりが重要になります。
　医療機関や教育機関、警察、民間団体等、様々な機関の相互連携を強化して、あらゆる暴力の被害者が潜在化しないよう早期発見の仕組みを構築するこ
とが必要です。
　また、被害者の精神的負担に配慮し、相談しやすい体制を整備するとともに、専門機関との連携を図りながら、適切な支援に結び付けることも重要です。

（１）暴力根絶に向けての啓発

16



目標Ⅶ　女性等に対するあらゆる暴力の根絶

課題２．　配偶者等からの暴力(DV) 根絶に向けた啓発の推進

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

133
DV を予防・防止するための学習機会の充実と
啓発活動に努めます

ＤＶや護身術等に関する講座及びシネマを実施するとともに、11月の「女性に対する
暴力をなくす運動」に合わせて参加型啓発展示の実施や広報紙に記事を掲載し、啓
発に努めました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

134 DV 防止法についての広報活動に努めます
11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて参加型啓発展示の実施や広報
紙に記事を掲載し、DV 防止法の啓発に努めました。また、人権ライブラリでＤＶ防止
法に関するDVDの貸出しを行っています。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

135 デートDV 防止に関する啓発に努めます

発達段階に応じて、生命を大切にし、相手の意思を尊重する等の人権教育を行いま
した。（教育指導課）
市立全小学校3年生・6年生を対象に子どもへの暴力防止プログラム（CAP学習）を通
じて、子ども自身が自分を守る方法を学ぶ機会を提供しています。また、市民対象に
は大人のCAP講座を行い、啓発活動を行っています。（青少年課）
11月の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて参加型啓発展示の実施や広報
紙に記事を掲載し、DV 防止法の啓発に努めました。また、人権ライブラリでデートＤ
Ｖ防止に関するDVDの貸出しや関係機関が作成したデートＤＶに関するリーフレット
による情報提供を行っています。（人権文化課 ）

推進
教育指導課
青少年課
人権文化課

136
DV 被害者支援に向けて庁内関係課や関係機
関へ意識の向上を図る機会を提供します

庁内関係課と関係機関から構成される寝屋川市ＤＶ被害者支援連絡会議を設置し、
DV 被害者の支援及びその対応策について情報交換や事例検討会議、外部講師に
よる講義、「ＤＶ被害者支援ハンドブック」の改訂を行い、ネットワークの充実と職員等
の能力向上を図りました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

目標Ⅶ　女性等に対するあらゆる暴力の根絶

課題３．　配偶者等からの暴力(DV) に対する相談体制の整備

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

137 DV の相談体制の充実に努めます

男女共同参画推進センターにおいて、女性の心の悩み相談（カウンセリング）として
面接相談と電話相談を実施し、ＤＶ等の悩みを持つ女性に女性相談員が応じること
で、問題解決できるよう支援しました。平成27年度および28年度には、面接相談の相
談日を拡充し、より相談体制を充実させました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

138 女性のための法律相談の充実に努めます
男女共同参画推進センターにおいて、女性のための法律相談として面接相談を実施
し、ＤＶや離婚等の法律上の問題で悩む女性の相談者に対して、女性弁護士が相談
に応じ、問題解決できるよう支援しました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

139 他市と連携した相談体制の整備に努めます
寝屋川市と交野市、枚方市、生駒市、八幡市、京田辺市で構成される京阪奈ＤＶ被
害者支援連絡会において、ＤＶ被害者支援にかかわる情報交換及び連絡・調整を行
い、相互連携と相談体制の整備に努めました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

140
DV 被害者の自立支援に向けて、府や関係機
関で実施している相談等の情報提供に努めま
す

大阪府や関係機関、市で作成したＤＶリーフレット等を活用しながら、大阪府や関係
機関が実施している相談窓口等を紹介する等、情報提供に努めました。（人権文化
課 ）

推進 人権文化課

141 相談窓口の広報活動を充実します

大阪府や関係機関、市で作成したＤＶリーフレット等を活用しながら、大阪府や関係
機関が実施している相談窓口等を紹介する等、情報提供に努めました。また、11月
の「女性に対する暴力をなくす運動」に合わせて、市内の２駅前での街頭啓発や広報
紙に相談窓口等を掲載し、周知啓発を図りました。（人権文化課 ）

推進 人権文化課

142
府や関係機関・庁内関係課と連携して対応を図
ります

大阪府や関係機関、市で作成したＤＶリーフレット等を活用しながら、大阪府や関係
機関が実施している相談窓口等を紹介する等、情報提供に努めました。（人権文化
課 ）

推進
人権文化課
関係各課

143
「寝屋川市DV 被害者支援連絡会」の充実に努
めます

庁内関係課と関係機関から構成される寝屋川市ＤＶ被害者支援連絡会議を設置し、
DV 被害者の支援及びその対応策について情報交換や事例検討会議、外部講師に
よる講義、「ＤＶ被害者支援ハンドブック」の改訂を行い、ネットワークの充実と職員等
の能力向上を図りました。（人権文化課 ）

推進
人権文化課
関係各課

（１）配偶者等からの暴力（DV）防止に関する啓発の推進

（１）相談体制の充実

現状と課題（第4期プランより）
　「平成21年市民意識調査」によると、DV 被害者の約半数以上が被害を受けたのにだれにも話したり相談していません。
　被害を受けたのに相談しなかった理由としては、「相談するほどのことではないと思った」、「自分にも悪いところがあると思った」、「自分さえがまんすれば、
やっていけると思った」、「相談してもむだだと思った」が上位の理由となっています。
　専門機関の周知を図るとともに、DV 被害者の心と体を両面でとらえ、二次的な被害を受けないよう配慮し、被害を潜在化させないことが重要です。また、同
じ体験をした仲間同士で課題の解決を図る自助グループの育成も課題です。

現状と課題（第4期プランより）
　平成13(2001) 年に「配偶者暴力防止法」が制定され、配偶者暴力相談支援センター、警察、裁判所がかかわり、被害者を保護するための制度化が図られ
ました。また、平成16(2004)年の改正では、暴力の定義拡大や、保護命令制度の拡充、自立支援の強化等が盛り込まれました。これを受けて、大阪府では平
成17(2005) 年11月に「大阪府配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画」が策定されました。府内市町村においても、配偶者等からの
暴力に関する情報提供や正しい理解の促進が求められています。
　近年では、若年層を含む恋人同士でも同様の暴力形態( デートDV) が起きていることが明らかになってきました。
　DV の被害者は、自分の身に起きていることがDV だと気付かないことが多くあり、周囲の一言が気付きのきっかけになることや、反対に不適切な対応によ
り被害者に更なる被害( 二次的被害) が生じることもあるため、社会全体がDV に関して正しい知識を持つことが重要です。DV 被害を受けている当事者の立
場で考えられるよう、広報・啓発活動を推進することが必要です。

（２）連携体制の充実
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目標Ⅶ　女性等に対するあらゆる暴力の根絶
課題４．　配偶者等からの暴力(DV) 被害者への保護・自立支援

施策
番号

施策の方向（第４期プランより）
令和元年度までの取組と

今後の課題等
今後の
方向性

担当課

144
府や関係機関等と連携して、被害者が安心でき
る緊急一時避難体制を整備します

大阪府立女性相談センターや配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と連携し、
体制の整備に努めました。（人権文化課 ）

推進
人権文化課
関係各課

145
DV 被害者やその子どもへの行政手続等に関
する情報提供や助言を行います

市民相談の中で必要に応じ、庁内関係課と連携しながら、ＤV 被害者が必要とする
情報提供と助言を行いました。（人権文化課 ）

推進
人権文化課
関係各課

146
DV 被害者へ住宅に関する情報提供を行いま
す

市民相談の中で必要に応じ、庁内関係課と連携しながら、ＤV 被害者が必要とする
府営住宅等の情報提供を行いました。（人権文化課 ）

推進
人権文化課
関係各課

147 DV 被害者の心身の回復を支援します
市民相談の中で必要に応じ、女性の心の悩み相談（カウンセリング）や男性のため
の悩み相談（カウンセリング）について、情報提供を行いました。（人権文化課 ）

推進
人権文化課
関係各課

（２）生活自立のための支援

現状と課題（第4期プランより）
　配偶者暴力防止法の制定を機に、DV 被害者の保護に関しては、制度化と取組が進められてきましたが、今後も各関係機関と連携した適切な対応が必要
となります。
　DV 被害からの回復には、DV を受けていた年数以上の時間が必要だと言われており、被害者は暴力から逃れた後も、長期間にわたって精神的な不安定
さや体の不調、経済的困難を抱える場合も多くあります。
　このことから、DV 被害を受けている当事者の自立に向けて、今後も精神的・身体的・経済的に安心して生活を送ることができるよう、様々な機関の連携を
強化し、継続した取組を行うことが必要です。

（１）被害者保護のための支援
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